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（仮称）仙台市客引き行為等の規制に関する条例（中間案）に関する意見募集について 

 

１ 背景 

東北有数の歓楽街である国分町地区では、かねてより風俗営業や居酒屋等の客引き行為等が多数

見られていましたが、近年は、中心部商店街にも目立つようになりました。その人数を見ると、国

分町地区及び中心部商店街全体で客引き行為等が多くなる時間帯では、200人を超える状況が続い

ています。飲食、観光や通勤通学などで多くの方々が行き交う路上において、多数の客引き行為等

が行われることにより、通行の妨げや不快な声掛けなどの問題が生じており、安全安心、快適に過

ごせる環境が損なわれている状況にあります。 

こうした現状から、中心部の商店街などから客引き行為等の規制を望む声が出ており、また、市

が実施した街頭アンケートでも 8割近い方が規制すべきと回答しています。 

そこで今般、本市では、市内中心部における客引き行為等を規制するとともに、市、地域団体及

び警察が協働し、客引き行為等への取り組みを推進するため、「（仮称）仙台市客引き行為等の規制

に関する条例」を制定することとしました。 

 

＜客引き行為等を行っている者の数＞ ※市職員による実態調査結果 

          21時台の人数                調査箇所 

   

 

２ これまでの主な経過 

平成 30年 

4月  仙台市安全安心街づくり推進会議の開催 

  （各委員から意見を伺うため平成 30年 9月まで 3回協議） 

5月  街頭啓発活動の開始 

6月  街頭市民アンケートの実施 
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＜街頭市民アンケート結果＞ 

１ 実施概要 

 (1)実施日時  平成 30年 6月 4日（月）9:00～21:00 

(2)実施内容  仙台市内中心部の繁華街 4 地点（虎屋横丁、一番町四丁目商店街広瀬通側入口、お

おまち商店街東二番丁通側入口、名掛丁商店街仙台駅側入口）において、飲食店の

客引き行為を受けた、見かけたことがある方を対象に調査。 

(3)調査人数  220人（各地点 55人（男性 105人 女性 115人）調査） 

 

２ 質問内容 

 現在、市内中心部の繁華街では客引き行為を行う者が多く見られる状況です。現行の法令で

は、キャバクラなど風俗営業の客引き行為は禁止されていますが、居酒屋やカラオケ店の客引

き行為は、執拗なもの等を除き禁止されていません。こうした状況を受けて、客引き行為を市

条例で禁止することについてどう考えますか。 

 

３ 回答結果 

 「1.市内中心部の繁華街を全面的に禁止する必要がある」と「2.市内中心部の繁華街の場所

を限定して禁止する必要がある」を合わせて、8割近い方が規制すべきと回答している。 

 

 

 

1.市内中心部の

繁華街を全面的

に禁止する必要

がある 

 117人 53% 

2.市内中心部の

繁華街の場所を

限定して禁止す

る必要がある 

56人 25% 

3.禁止する 

必要はない 

41人 19% 

4.わからない 

2人 1% 
5.その他 

4人 2% 
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３ 条例中間案に関する意見募集 

「（仮称）仙台市客引き行為等の規制に関する条例」を制定するにあたり、「（仮称）仙台市客引

き行為等の規制に関する条例（中間案）」について、市民の皆様のご意見をお寄せください。 

 

【募集期間】 

平成 30年 9月 19日（水）から 10月 18日（木）まで（必着） 

【提出先】 

「意見応募用紙」もしくは任意の様式に、住所（団体の場合は所在地）、氏名（団体の場合は

団体名、代表者氏名）、ご意見を記入し、いずれかの方法で提出してください。 

なお、電話や窓口での意見受付は致しませんので、ご了承ください。 

(1)郵 送：〒980-8671（住所記入不要）仙台市市民局市民生活課 

(2)F A X：022-214-1091 

(3)E メール：sim004110@city.sendai.jp 

※Eメールの場合は、件名に「条例中間案意見」とご記入願います。 

(4)障害などの理由により(1)～(3)の方法による提出が難しい場合は、可能な提出方法につい

てご相談ください。 

【資料配布場所】 

仙台市役所 1階市政情報センター、宮城野区・若林区・太白区情報センター、区役所案内窓口、

総合支所、市民生活課で配布するほか、市ホームページでもご覧いただけます。 

【提出いただいたご意見の取り扱い】 

・ご意見に対して個別の回答は致しませんので、あらかじめご了承ください。 

・提出いただいたご意見は、個人が特定できない内容に編集し、ご意見に対する市の考え方と

併せて、後日、市ホームページ等で公表する予定です。 

・氏名、住所の個人情報については、適正に管理を行い、他の目的には利用致しません。 

【お問い合わせ先】 

仙台市市民局生活安全安心部市民生活課（二日町第四仮庁舎 9階） 

電 話：022-214-6146（直通） 

F A X：022-214-1091（直通） 

E メール：sim004110@city.sendai.jp 
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